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１．題名

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

（※ 国際捕鯨取締条約からの脱退及び商業捕鯨の再開（2019.7.1）を受け、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関す

る法律を改正）

２．目的（第１条）

・鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであるととともに、我が国に

おいて鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣を継承し、並びに鯨類の利用に関する多様性が確保されることが重要であ

ることに鑑み、

・鯨類の持続的な利用の確保に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定

、鯨類科学調査の実施体制の整備、捕鯨業の適切かつ円滑な実施のための措置、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための措置

その他の必要な事項を定め、もって水産業及びその関連産業の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与すること

３．定義（第２条）

・鯨類の持続的な利用：鯨類を適切な水準に維持するように保存・管理しながら持続的に利用

・鯨類科学調査：鯨類の持続的な利用のための科学的情報の収集を目的とする科学的調査

・捕鯨業：鯨類を捕獲する漁業

・妨害行為：鯨類科学調査・捕鯨業の操業を妨害する行為

法律の内容

「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律」の概要
令和元年12月11日施行
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８．捕獲可能量の算出等（第11条）

・捕獲可能量の算出、その範囲内での捕獲枠設定、捕獲枠超の捕獲

が行われないことの確保

・指定鯨類科学調査法人・水産機構の捕獲可能量算出への協力

９．捕鯨業の円滑な実施の支援（第12条）

・捕鯨業の船舶・乗組員の確保の支援

・鯨類の捕獲・解体等の技術開発・普及の促進

10．妨害行為への対応等（第13条～第16条）

・調査実施者・捕鯨業者の妨害対策への支援

・政府職員・船舶の派遣

・関係行政機関の情報共有

・外交上の適切な措置

・妨害行為のおそれのある外国人の入国管理

11．国際協力の推進等（第17条）

・鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進

・科学的知見の普及・活用等

・鯨類に関する文化等についての広報活動の充実・学校給食等にお

ける利用の促進

・国際環境の改善のための外交上の措置

12．鯨類の適正な流通の確保等に関する措置（第18条）

・違法捕獲された鯨類の国内流通防止

・加工・販売業者の安心確保

13．鯨類の持続的な利用の確保のために必要な財政上の

措置等（第19条）

14．改正後３年を目途とした検討（附則第４項）

４．基本原則（第３条）

・鯨類科学調査

①主として捕鯨業を鯨類の持続的な利用が確保されるように実施

するために必要な科学的知見を得ることを目指す

②条約及び確立された国際法規に基づき、かつ、科学的知見を踏

まえる

③十分な分析・研究、研究成果の公表・国際協力

④国内外の鯨類に関する調査研究機関と連携

・捕鯨業

①捕獲可能量（鯨類の持続的な利用のため鯨種ごとに科学的根拠

に基づき算出）の範囲内で実施

②条約及び確立された国際法規に基づき実施

③適切な支援による円滑な実施

５．鯨類の持続的な利用の確保に関する国の責務・基本

方針（第４条・第５条）

・鯨類の持続的な利用の確保のための基本方針を定める

６．鯨類科学調査計画等（第６条～第９条）

・特に重要な鯨類科学調査に係る計画の策定

・指定鯨類科学調査法人の指定（日本鯨類研究所を想定）、同法

人による実施

・指定鯨類科学調査法人の調査の費用補助

７．鯨類科学調査の実施体制の整備（第10条）

・調査研究人材の養成・確保

・調査に当たっての捕鯨業者の協力の確保
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「鯨類の持続的な利用の確保のための基本的な方針」の概要

基本方針の趣旨

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第5条の規定に基づき、鯨類の持続的な利用の確保のための基本的な事項を

定めるもの。

〇基本的な方向

鯨類資源を持続的に利用するとの我が国の基本姿勢。国際機関と連携し、再開した捕鯨業を円滑に実施すること

〇鯨類科学調査の意義

鯨類の持続的な利用を確保し、捕獲可能量の算出や管理方策の策定に利用するために科学的知見の蓄積を図ること

〇捕獲可能量の算出

鯨類科学調査によって収集した科学的データに基づき捕獲可能量を算出し、政府はその範囲内で捕獲枠を設定すること

〇捕鯨業の支援

政府は予算の範囲内で、捕獲・解体・保管技術等の開発など捕鯨業の円滑な実施のために必要な措置を講ずること

〇国際協力の推進

国際捕鯨取締条約（ICRW）からの脱退後も、関係国・関係機関への調査結果の提供等により国際協力の推進、国際的な連携の強化を図る

こと

〇鯨類の適正な流通の確保

政府は、法令の規定に違反して捕獲されたひげ鯨等の国内流通を防止するため、DNA等の情報の適正な管理その他必要な措置を講ずるこ

と

基本方針の主な内容

令和２年10月13日閣議決定
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